
■令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定運用

R6.8.1
従来の保険証の
一斉更新
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従来の保険証廃止
新規発行の不可
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　　　暫定運用期間（当初）

　R7.7.31 までは、
　新規資格取得や資格情報の変更、紛失等に

  よる再発行の場合、マイナ保険証の有無に

  関わらず、資格確認書　を交付します

暫定運用期間（継続）

～R8.7.31まで

資格確認書

マイナ保険証　と　

資格確認書

どちらも利用できます
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